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「
建
屋
の
止
水
」
と
「
凍
土
壁
の
解
凍
」
「
対
策
の
見
直
し
」
の
相
関
性
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

六
月
二
日
に
提
出
し
た
「
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
「
凍
土
壁
」
の
解
凍
要
件
及
び
撤
退
要
件
に
関
す
る
質
問
主

意
書
」
（
六
月
二
日
質
問
主
意
書
）
に
つ
い
て
、
六
月
十
日
に
答
弁
書
（
六
月
十
日
答
弁
書
）
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、
い
く

つ
か
の
点
に
つ
い
て
政
府
へ
の
確
認
と
再
質
問
が
必
要
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

「
建
屋
の
止
水
」
と
「
凍
土
壁
の
解
凍
」
「
対
策
の
見
直
し
」
の
相
関
性
に
つ
い
て

�

六
月
十
日
答
弁
書
に
は
「
原
子
炉
建
屋
等
の
隙
間
等
を
塞
ぐ
こ
と
（
以
下
「
建
屋
の
止
水
」
と
い
う
。
）
等
の
凍
土
壁

以
外
の
対
策
に
よ
り
、
原
子
炉
建
屋
等
へ
の
地
下
水
の
流
入
（
以
下
「
建
屋
へ
の
流
入
」
と
い
う
。
）
が
防
止
さ
れ
、
凍

土
壁
が
不
要
と
認
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
（
略
）
凍
土
壁
を
維
持
す
る
」
「
こ
の
た
め
、
建
屋
へ
の
流
入
が
予
想
さ
れ
る

状
況
に
お
い
て
凍
土
壁
を
解
凍
す
る
こ
と
は
考
え
て
お
ら
ず
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
府
は
「
建
屋
の
止
水
」
が
完
了
し

な
け
れ
ば
「
凍
土
壁
の
解
凍
」
は
行
わ
れ
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

�

六
月
十
日
答
弁
書
に
は
「
地
下
水
流
入
が
抑
制
さ
れ
な
い
場
合
等
、
凍
土
壁
の
効
果
が
現
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
備
え
（
略
）
重
層
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
必
要
に
応
じ
、
政
府
の
判
断
に
お
い
て
、
対
策
の
見
直

一



し
を
検
討
す
る
」
と
あ
る
が
、
「
凍
土
壁
の
効
果
が
現
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
に
、
見
直
し
を
行
う
と
い
う
趣
旨

か
。
そ
の
場
合
、
「
建
屋
の
止
水
」
が
完
了
し
な
け
れ
ば
、
「
地
下
水
流
入
が
抑
制
さ
れ
な
い
」
と
政
府
は
想
定
し
て
い

る
か
。

�

六
月
十
日
答
弁
書
に
は
、
「
『
建
屋
の
止
水
』
等
の
凍
土
壁
以
外
の
対
策
に
よ
り
、
『
建
屋
へ
の
流
入
』
が
防
止
さ

れ
、
凍
土
壁
が
不
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
建
屋
へ
の
流
入
」
が
防
止
さ
れ
る
対
策

に
つ
い
て
は
「
建
屋
の
止
水
等
」
と
あ
る
が
、
「
凍
土
壁
以
外
の
」
「
建
屋
の
止
水
」
以
外
の
対
策
と
は
ど
の
よ
う
な
対

策
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
れ
は
、
い
つ
、
ど
の
機
関
・
委
員
会
で
、
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
て
き
た
の

か
、
あ
る
い
は
、
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

凍
土
壁
以
外
の
「
建
屋
の
止
水
」
以
外
の
対
策
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
建
屋
の
止

水
」
が
完
了
し
な
け
れ
ば
、
「
凍
土
壁
の
効
果
が
現
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
」
の
か
。
ま
た
、
「
建
屋
の
止
水
」
と
「
凍

土
壁
の
維
持
」
と
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
か
、
そ
の
理
解
で
よ
い
か
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

�

六
月
十
日
答
弁
書
に
は
「
『
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
』
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
具
体
的
な
予
定
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
」
と
あ

二



る
。
ま
た
、
平
成
二
十
五
年
九
月
三
日
原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
「
汚
染
水
問
題
に
関
す
る
基
本
方
針
」
に
よ
れ
ば
「
建

屋
地
下
に
滞
留
す
る
汚
染
水
を
完
全
に
除
去
（
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
）
す
る
た
め
、
建
屋
の
止
水
（
地
下
水
が
流
入
す
る
建
屋

の
隙
間
等
を
塞
ぐ
こ
と
）
等
、
地
下
水
が
建
屋
に
流
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
あ
る
。
他
方
、
汚
染
水
が
建
屋
内
に
残

留
し
て
い
る
状
態
で
は
、
建
屋
内
か
ら
の
「
建
屋
の
止
水
」
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
地
下
構
造
物
で
あ

る
建
屋
の
建
屋
外
か
ら
の
「
建
屋
の
止
水
」
も
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
政
府
の
汚
染
水
問
題
に
関
す
る
基
本

方
針
に
お
い
て
は
「
建
屋
の
止
水
」
を
行
な
っ
て
か
ら
「
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
」
す
る
と
い
う
趣
旨
か
。
ま
た
は
、
「
ド
ラ
イ

ア
ッ
プ
」
し
て
か
ら
「
建
屋
の
止
水
」
を
す
る
と
い
う
趣
旨
か
。
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
建
屋
の
止
水
」
を
行
う
た
め
に
「
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
」
す
る
と
し
た
場
合
、
「
平
成
二
十
六
年
か
ら
七
年
程
度
」
す
な

わ
ち
平
成
三
十
二
年
ま
で
に
「
建
屋
の
止
水
」
が
完
了
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
前
に
は
「
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
」
が
完
了
し

て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
右
建
屋
の
止
水
の
予
定
は
、
「
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
」
の
具
体
的
な
予
定
が
決

ま
っ
て
い
な
い
こ
と
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
「
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
」
が
「
建
屋
の
止
水
」
に
不
可
欠
な
工

程
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
」
が
完
了
し
な
け
れ
ば
「
凍
土
壁
の
解
凍
」
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ

て
「
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
」
が
「
現
時
点
で
具
体
的
な
予
定
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
凍
土
壁
の
解

三



凍
」
時
期
も
「
現
時
点
で
」
確
定
的
で
は
な
い
と
い
う
認
識
で
間
違
い
な
い
か
。
今
後
「
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
」
の
具
体
的
な

予
定
は
、
ど
の
機
関
・
委
員
会
で
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
る
予
定
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
建
屋
内
を
「
ド
ラ
イ

ア
ッ
プ
」
す
る
こ
と
な
く
「
建
屋
の
止
水
」
を
行
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
法
及
び
そ
の
検
討
が
、
ど
の
機
関
・

委
員
会
で
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
内
部
の
正
確
な
状
況
」
に
つ
い
て

�

六
月
十
日
答
弁
で
は
「
原
子
炉
圧
力
容
器
、
原
子
炉
格
納
容
器
、
原
子
炉
建
屋
、
廃
棄
物
処
理
建
屋
及
び
タ
ー
ビ
ン
建

屋
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
内
部
の
正
確
な
状
況
は
把
握
で
き
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
「
『
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
』
や

建
屋
の
止
水
」
と
い
っ
た
「
凍
土
壁
と
は
別
の
工
程
」
を
設
計
す
る
に
あ
た
り
、
「
内
部
の
正
確
な
状
況
」
は
必
要
で
は

な
い
の
か
。
「
内
部
の
正
確
な
状
況
は
把
握
で
き
て
い
な
い
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
建
屋
の
止
水
」
の
所
要
期
間
を
「
七

年
程
度
」
と
し
た
根
拠
を
問
う
。

�

「
ロ
ボ
ッ
ト
に
よ
る
遠
隔
作
業
に
係
る
研
究
開
発
」
に
あ
た
り
、
「
内
部
の
正
確
な
状
況
」
は
必
要
で
は
な
い
の
か
。

「
経
済
産
業
省
の
補
助
事
業
」
で
は
、
「
内
部
の
正
確
な
状
況
は
把
握
で
き
て
い
な
い
」
状
況
で
、
ど
の
よ
う
に
研
究
開

発
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

四



�

「
内
部
の
正
確
な
状
況
」
を
把
握
す
る
た
め
の
工
程
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
今
後
、
ど
の
機
関
・
委
員
会
で
、
い

つ
、
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
る
予
定
な
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


